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議事要旨(3)テーマ協議会からの報告事項 

 

川北博テーマ協議会議長より、平成 18 年 11 月 20 日に開催された第 12 回テーマ協議会の報告

が行われた。 

その中で、委員会への要望事項として、平成 20 年 4 月以後に四半期会計基準が適用されること

との関係から、平成 19 年第 2四半期に論点整理が公表される予定の過年度財務諸表の遡及修正に

ついて、早期に対応することが求められた。 

 

以 上 


